
※ 

プール手続の流れ 

 

標準的な手続の流れは、①～⑧の順に進みます。 

 

 
届出者 保健所 

③ 各種届出に必要な書類を

メール等で送付 

② 相談内容について説明 
① 事前に保健所へ電話等で

相談 

④ 書類確認し、不備等がある場合、

メール等にて連絡※ 

⑤ 連絡事項を確認し、修正等を 

行った後、メール等にて連絡 

⑥ 修正内容等を確認し、不備等が 

ない場合、手続を進める 

⑦ 手続完了後、届出者に対し、 

「プール届出手続完了通知」と

題したメールを送付 

ない場合、受理手続を実施 

⑧ メール確認後、手続は終了 

※不備等がない場合は、 

⑥の受理手続に進む 


